
平成２９年度　秋田県　胃がん検診の技術・体制的指標　（検診機関） A:0、B:1-6、C:7-12、D:13以上、Z:無回答 （出典：国立がん研究センター事業評価のためのチェックリスト）

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１） （２） （３） （４） （５） （１） （２） （３） （４） （５） （６） （１） （２） （３） （４）

100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 73% 73% 100% 18% 27% 82% 82% 82% 100% 100% 73% 91% 100% 100% 100% 100% 13.19% 84.96% 0.21% 1.92%

秋田県総合保健事業団 （集団） ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 B 8.49% 87.36% 0.18% 2.11%

かづの厚生病院 （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 B 17.10% 72.80% 0.40% 2.40%

能代厚生医療センター （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 2 B 15.80% 79.90% 0.13% 0.84%

（個別） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 B

北秋田市民病院 （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × - ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 3 B 8.00% 95.80% 0.30% 4.20%

秋田厚生医療センター （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 B 24.20% 93.00% 0.30% 1.27%

由利組合総合病院 （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × - ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 5 B 15.60% 73.20% 0.10% 0.60%

（個別） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 B

平鹿総合病院 （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 1 B 5.70% 90.60% 0.19% 3.30%

大曲厚生医療センター （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 B 12.30% 86.80% 0.13% 1.10%

雄勝中央病院 （集団） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 B 11.50% 85.20% 0.20% 1.50%

秋田県の実施率・平均率

調査項目

胃
が
ん
が
わ
が
国
の
が
ん
死
亡
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

検
診
項
目
は
、

問
診
に
加
え
、

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
と
し
ま
し
た
か

※
受
診
者
が
、

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
ま
た
は
胃
内
視
鏡
検
査
の
う
ち
、

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
を
選
択
し
た
場
合

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
撮
影
に
携
わ
っ

た
技
師
は
、

日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
が
認
定
す
る
胃
が
ん
検
診
専
門
技
師
の
資
格
を
取
得
し
て

い
ま
し
た
か

※
撮
影
技
師
が
不
在
で
医
師
が
撮
影
し
て
い
る
場
合
は
回
答
不
要
で
す
。

問
診
は
現
在
の
症
状
、

既
往
歴
、

家
族
歴
、

過
去
の
検
診
の
受
診
状
況
等
を
聴
取
し
ま
し
た
か

調査１　検診機関調査用遵守状況

要
精
密
検
査
と
な
っ

た
場
合
に
は
、

必
ず
精
密
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
説
明
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か
（

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
の
精
密
検
査
と
し
て
は
胃
内
視
鏡
検
査
を
行
う
こ
と
、

及
び

胃
内
視
鏡
検
査
の
概
要
な
ど
）

検
診
の
有
効
性
（

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
に
よ
る
胃
が
ん
検
診
は
、

死
亡
率
減
少
効
果
が
あ
る
こ
と
）

に
加
え
て
、

が
ん
検
診
で
必
ず

が
ん
を
見
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
（

偽
陰
性
）
、

が
ん
が
な
く
て
も
が
ん
検
診
の
結
果
が
「

陽
性
」

と
な
る
場
合
も
あ
る
こ

と
（

偽
陽
性
）

な
ど
、

が
ん
検
診
の
欠
点
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
結
果
は
市
区
町
村
等
へ
報
告
す
る
こ
と
、

ま
た
他
の
医
療
機
関
に
精
密
検
査
を
依
頼
し
た
場
合
は
、

検
診
機
関
が
そ
の
結
果

を
共
有
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

※
精
密
検
査
結
果
は
、

個
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、

市
区
町
村
や
検
診
機
関
に
対
し
て
提
供
可
能
（

個
人
情
報
保
護
法
の
例
外
事
項
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
）

検
診
受
診
の
継
続
（

隔
年
）

が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、

症
状
が
あ
る
場
合
は
医
療
機
関
の
受
診
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま

し
た
か

※
た
だ
し
当
分
の
間
、

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
に
つ
い
て
は
、

年
1
回
受
診
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全
員に対して行う説明）

2. 問診、胃部エックス線撮影の精度管理 3. 胃部エックス線読影の精度管理 4. システムとしての精度管理

プ
ロ
セ
ス
指
標
値
や
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
の
遵
守
状
況
に
基
づ
い
て
、

自
施
設
の
精
度
管
理
状
況
を
評
価
し
、

改
善
に
向
け
た
検
討
を

行
っ

て
い
ま
す
か
。

あ
る
い
は
、

都
道
府
県
の
生
活
習
慣
病
検
診
等
管
理
指
導
協
議
会
、

市
区
町
村
、

医
師
会
等
か
ら
指
導
・
助
言
等

が
あ
っ

た
場
合
は
、

そ
れ
を
参
考
に
し
て
改
善
に
努
め
ま
し
た
か

自
施
設
の
検
診
結
果
に
つ
い
て
、

要
精
検
率
、

精
検
受
診
率
、

が
ん
発
見
率
、

陽
性
反
応
適
中
度
等
の
プ
ロ
セ
ス
指
標
値
を
把
握
し
ま

し
た
か

※
・
本
調
査
で
は
平
成
〔

2
6
〕

年
度
の
プ
ロ
セ
ス
指
標
値
に
つ
い
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

・
貴
施
設
単
独
で
算
出
で
き
な
い
指
標
値
は
、

自
治
体
等
と
連
携
し
て
把
握
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
自
治
体
等
が
集
計
し
た
指
標
値
を

後
か
ら
把
握
す
る
こ
と
も
可
で
す
。

精
密
検
査
方
法
及
び
、

精
密
検
査
（

治
療
）

結
果
（

内
視
鏡
診
断
や
生
検
結
果
、

内
視
鏡
的
治
療
ま
た
は
外
科
手
術
所
見
と
病
理
組
織

検
査
結
果
な
ど
）

に
つ
い
て
、

市
区
町
村
や
医
師
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
項
目
の
積
極
的
な
把
握
に
努
め
ま
し
た
か

※
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告
に
必
要
な
情
報
を
指
し
ま
す
。

※
※
本
調
査
で
は
、

平
成
2
8
年
度
中
に
依
頼
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
、

把
握
し
た
か
ど
う
か
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

が
ん
検
診
の
結
果
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
情
報
に
つ
い
て
、

市
区
町
村
や
医
師
会
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
項
目
を
全
て
報
告
し
ま
し
た
か

※
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告
に
必
要
な
情
報
を
指
し
ま
す
。

自
治
体
や
医
師
会
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
、

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
撮
影
に
携
わ
っ

た
技
師
の
全
数
と
日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
認
定

技
師
数
を
報
告
し
ま
し
た
か

※
撮
影
技
師
が
不
在
で
、

医
師
が
撮
影
し
て
い
る
場
合
、

ま
た
今
年
度
特
に
報
告
を
求
め
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
は
回
答
不
要
で
す
。

問
診
記
録
は
少
な
く
と
も
5
年
間
は
保
存
し
て
い
ま
す
か

判

定

未

実

施

項

目

数

平成27年度に行った検診の指標値を記入してください

胃
が
ん
検
診
の
要
精
検
率
（

要
精
検
者
/
全
受
診
者
）

胃
が
ん
検
診
の
精
検
受
診
率
（

要
精
検
者
中
の
精
検
受
診
者
/
要
精
検
者
）

胃
が
ん
検
診
の
胃
が
ん
発
見
率
（

要
精
検
者
中
の
発
見
胃
が
ん
患
者
/
全
受
診
者
）

胃
が
ん
検
診
の
陽
性
反
応
適
中
度
（

要
精
検
者
中
の
発
見
胃
が
ん
患
者
/
要
精
検
者
）

調査２　検診機関指標値（プロセス指標）

撮
影
や
読
影
向
上
の
た
め
の
検
討
会
や
委
員
会
（

自
施
設
以
外
の
胃
が
ん
専
門
家
を
交
え
た
会
）

を
設
置
し
て
い
ま
す
か
。

も
し
く

は
、

市
区
町
村
や
医
師
会
等
が
設
置
し
た
検
討
会
や
委
員
会
に
参
加
し
ま
し
た
か

※
胃
内
視
鏡
で
は
、

胃
内
視
鏡
検
診
運
営
委
員
会
（

仮
称
）
、

も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
組
織
を
指
し
ま
す
。

※
※
当
該
検
診
機
関
に
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
胃
が
ん
検
診
専
門
家
を
指
し
ま
す
。

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
撮
影
に
お
い
て
、

造
影
剤
の
使
用
に
当
た
っ

て
は
、

そ
の
濃
度
を
適
切
に
（

1
8
0
～

2
2
0
W
/
V
%
の
高
濃
度

バ
リ
ウ
ム
、

1
2
0
～

1
5
0
m
l

と
す
る
）

保
つ
と
と
も
に
、

副
作
用
等
の
事
故
に
注
意
し
て
い
ま
し
た
か

※
造
影
剤
の
濃
度
管
理
及
び
副
作
用
防
止
体
制
整
備
の
両
方
が
実
施
さ
れ
て
い
れ
ば
○
と
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
撮
影
の
体
位
及
び
方
法
は
日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
の
方
式
に
よ
る
も
の
と
し
、

仕
様
書
に
体
位
及
び
方
法
を
明

記
し
て
い
ま
し
た
か

※
貴
施
設
（

も
し
く
は
医
師
会
等
）

が
仕
様
書
に
明
記
し
た
撮
影
方
法
・
体
位
が
学
会
方
式
に
準
じ
て
お
り
、

か
つ
、

貴
施
設
が
仕
様

書
内
容
を
遵
守
し
て
い
る
場
合
に
○
と
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
撮
影
の
枚
数
は
最
低
8
枚
と
し
、

仕
様
書
に
も
撮
影
枚
数
を
明
記
し
て
い
ま
し
た
か

※
7
枚
の
場
合
は
本
調
査
で
は
×
と
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

※
※
貴
施
設
（

も
し
く
は
医
師
会
等
）

が
仕
様
書
に
最
低
8
枚
と
明
記
し
、

か
つ
、

貴
施
設
が
仕
様
書
内
容
を
遵
守
し
て
い
る
場
合
に

○
と
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
撮
影
の
機
器
の
種
類
を
仕
様
書
で
明
ら
か
に
し
、

撮
影
機
械
の
基
準
は
日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
の
定
め
る
仕
様

基
準
を
満
た
し
て
い
ま
し
た
か

※
仕
様
書
と
は
委
託
元
市
区
町
村
と
の
契
約
時
に
提
出
す
る
書
類
の
こ
と
で
す
（

仕
様
書
以
外
で
も
何
ら
か
の
形
で
委
託
元
市
区
町
村

に
報
告
し
て
い
れ
ば
よ
い
）
。

自
治
体
や
医
師
会
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
、

読
影
医
全
数
と
日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
認
定
医
数
を
報
告
し
ま
し
た
か

読
影
は
二
重
読
影
と
し
、

原
則
と
し
て
判
定
医
の
一
人
は
日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
認
定
医
で
し
た
か

受
診
者
へ
の
結
果
の
通
知
・
説
明
、

ま
た
は
そ
の
た
め
の
市
区
町
村
へ
の
結
果
報
告
は
、

遅
く
と
も
検
診
受
診
後
4
週
間
以
内
に
な
さ

れ
ま
し
た
か

※
市
区
町
村
を
介
し
て
受
診
者
に
結
果
を
通
知
す
る
場
合
は
、

市
区
町
村
に
遅
く
と
も
4
週
間
以
内
に
通
知
し
て
い
れ
ば
○
で
す
。

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
に
よ
る
検
診
結
果
は
少
な
く
と
も
5
年
間
は
保
存
し
て
い
ま
す
か

胃
部
エ
ッ

ク
ス
線
画
像
は
少
な
く
と
も
5
年
間
は
保
存
し
て
い
ま
す
か

必
要
に
応
じ
て
過
去
に
撮
影
し
た
エ
ッ

ク
ス
線
写
真
と
比
較
読
影
し
て
い
ま
し
た
か

指導 

項目 

※１ 

  
 

指導 

項目 

※２ 

  
 

資料２－１０ 


